
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12月 1日午前 11時、東京地裁でストップ・リニア！

訴訟の原告適格に関する中間判決が言い渡されまし

た。古田孝夫裁判長が 3 月に示す予定だった判決を、

後任の市原義孝裁判長が代読したものです。その内容

は、第一次・第二次原告 782名のうち、実に 7割に及

ぶ 532名の原告適格を認めない不当判決でした。理由

は、「南アルプスの自然保護やリニアの安全性につい

て一般的な被害をもたらす状況は想定されていない」、

「リニアの工事申請時に明らかになっていない残土

処理の被害を訴えたのは当たらない」、「具体的な損失

を被るという訴えは土地収用の段階ですべきであっ

て、その前に訴えることはできない」などというもの

で、リニアが国民的遺産である南アルプスの自然保護

や、高速でトンネルを走行するリニアの安全性や避難

対策の欠如について原告適格を有するという原告の

訴えを否定しました。木を見て森を見ない判決は訴訟

の簡素化のために争点を個人的な利害に絞りたいと

いう裁判官の意向を色濃く反映したものでした。 

 

全員に適格なしという国の主張も認められず 

 

 判決は一方で、水道水の影響や汚染度排出、非常口、

発電所などの施設周辺について 249名が原告適格を有

するということを認めました。内容は、水源の水を飲

料水、生活水、農業用水として利用している地域と、 

列車の走行によるルートから 800ｍ以内の地域、騒

音・振動に関し施設から 200ｍ以内の地域、大気汚染

に関し施設から 120ｍ以内の地域、地盤沈下に関して

はトンネルから 100ｍ以内、日照被害は施設から 110 

 

 

 

 

 

100ｍ以内に居住する原告の適格を認めました。 

 市原裁判長は次回期日は 3月以降と述べました。 

なお、傍聴席は 45席で 90人が抽選に並びました。 

訴えの目的を制限する判決である 

弁護団・原告団が記者会見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 弁護団・原告団は判決後、司法記者クラブで会見を

行い、冒頭、横山聡弁護団事務局長が、「自然環境へ

の深刻な影響を軽視した環境影響評価をうのみにし、

乗客の安全性を重視しない公共交通機関の管理者と

姿勢を容認した判決であり、今後も工事認可処分の取

り消しを求め闘いぬく」という声明を読み上げました。 

 会見では初めに関島保雄弁護団共同代表が判決の

内容について、「全原告に共通な的確である乗車した

場合安全な運行を確保できる権利と南アルプスの美

しい自然景観を享受する利益と、ルート上ないし近辺

に物質的権利（土地、借地、借家、立ち木トラスト等）

を所有するものの権利の二つを原告適格と認めなか

った。鉄道施設等の立地が明らかでなく、残土ルート

や運び先が詳細でないのに、認可時点では具体的影響

を訴求できないとした国やＪＲ東海の逃げ得を許す

判決だ。何のためにこの時期に原告を切り捨てて、争

点を外すことをやっていいのか到底理解できない」と

述べ強く抗議しました。 

  川村晃生弁護団長は「個別的利益がなければ裁判が

できないことになる。原告適格を改めて問い直したい」

と怒りを隠しませんでした。 

ストップ・リニア！訴訟中間判決 

7 割の原告適格を認めない不当判決！ 
南アルプスの自然保護、リニアの安全性を排除し、争点を個人的利益に狭める 
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報告集会でも判決へ怒りの声 

 

 

 

 

 

 

12月 1日中間判決の後、衆議院第一議員会館で裁判

の報告集会が開かれ 75人が参加しました。 

初めに関島弁護士が中間判決の内容と大幅な原告

適格の削減の狙いについて、「リニア新幹線の問題点

や南アルプスの自然破壊という本質的な問題から目

をそらし、ルートや鉄道関連施設周辺の問題に争点を

絞ろうとしている」と述べ判決を批判しました。 

横山弁護士は「今回の判決で全員の適格を却下する

ということも含め裁判所の対応をなかなか読めなか

った。土地の所有権など物質的権利を原告適格に認め

ない判決だが、いつまでたっても権利を主張できなく

なる。またどこにどうリニアを通すかはＪＲ東海の判

断であり、それが明らかにされない段階で原告を切り

捨てるのか。ルートが決まらないのは原告の責任だと

言っているのと同じだ」と述べました。 

今後の訴訟方針について横山弁護士は、2 週間以内

に原告を外された者が全員で東京高裁に控訴する。そ

のあと皆さんと相談の上、上訴の期間や高額な手続料

を考慮して原告数を減らしたうえ、来年 1月末にも正

式な上訴手続きを取ることを提案しました。 

原告団事務局の天野捷一事務局長は、「個人的利益

の問題に矮小化している判決であり、今後の日本社会

の在り方を考えて闘っている原告や多くの人たちを

裏切るものだ」と述べ、今後早期に沿線各地で弁護士

による中間判決報告会を開くことを要請しました。 

 また今後控訴に向けて地域で通信費などがかかる

ため、昨年同様の訴訟事務局補助金を沿線事務局に送

ることを伝えました。 

 なお、集会に参加された福嶋みずほ社民党党首と共

産党の本村伸子議員から、参加者に対し連帯の挨拶が

ありました。 

ずさんなアセスの徹底追及を 

リニア訴訟はリニア新幹線の工事認可は全幹法と

環境影響評価法に違反するとして 2016年 5月 20日に

７15人が提訴し、その後 20１8年 3月 13日に 67人が

第二次提訴しました。 

提訴の主題はリニア新幹線が全幹法の基本である

全国新幹線網の形成につながらず、これまでにない超

電導磁気浮上方式によって時速 500キロで走行するこ

とによる危険性やトンネル内の事故による避難対策

の不備であり利用客の安全を損なうこと、また南アル

プスをはじめ沿線地域の自然環境への影響により、自

然を享受する国民の権利を奪うということでした。 

また、地震によるトンネルの被害や、地下水の流出

や枯渇が起き住民の生活に被害が及ぶことも予想さ

れることを原告らは主張してきました。残土処理につ

いても環境影響評価中は具体的な運搬ルートや処理

場所も明らかにされず、車両基地や発電所など鉄道関

連施設の立地場所も曖昧のままでした。被告の国も具

体的な計画をあいまいにしたまま、原告全員に適格は

ないと言い張り続けてきました。 

工事の開始後アセスメント予測に反する被害が起

きており、今後も起こることが確実となっています。 

中間判決は、被告側に立って原告の原則的な主張を

退けるものであり、私たちは今後、工事認可の取り消

しをもとめて活動を強めていきましょう。 

静岡、外環道、大深度地下訴訟報告 

 

 

 

 

 

報告集会の最後に、静岡県民 107人が大井川水系の

水保全と南アルプスの自然保護を求めて 10月 30日に

提訴した静岡県リニア工事差止訴訟について原告団

事務局長の志賀直哉さんが報告しました。また、東京

のリニア大深度地下工事差止を求めて提訴を準備中

の住民を代表して奈須りえさんが、またリニア工事に

も影響必至の東京外環道道路陥没と空洞発見につい

て外環ネットの籠谷清さんがスライドを交えて報告

しました。（左写真＝芳賀さん、右写真＝奈須さんら） 

 

  


